
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年３月２７日 １４時０８分ごろ 

発生場所 東京都江東区砂町運河夢の島大橋付近 

 洲崎三等三角点から真方位１４１°１,６３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３９.３′ 東経１３９°４９.５′） 

事故の概要  プレジャーボートシーガル３３は、東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年４月１７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート シーガル３３、４.４トン 

２３０－５８２１５東京、株式会社江戸川造船所（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底及び船外機のスケグに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約６５cm（東京） 

 事故の経過  本船は、レンタルボートで、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を

乗せ、クルージングを目的として、砂町運河に架かる夢の島大橋西方

沖を約２０ノットの対地速力で同橋中央部に向けて東進していた。 

 船長は、砂町運河を約５回航行した経験があり、レンタルボートを

利用する際、取扱いに関する書類をＡ社担当者から受け取り、内容を

確認するように言われたが、毎回同様な内容であると思い、同封の夢

の島大橋南側の橋脚と護岸（夢の島側）との間にある浅瀬（以下「本

件浅所」という。）が記載されたリーフレットを確認しなかった。 

本船は、左舷後方の近くを同航する屋形船と同じ頃に砂町運河に入

り、船長が、同屋形船の前方に寄れないので、距離を取ろうと思い、

右転して夢の島大橋南側の橋脚と護岸との間に向け、減速して航行を

続けていたところ、衝撃を感じ、本件浅所に乗り揚げた。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生場所概略図 

 

船長は、機関を中立にし、本件浅所に乗り揚げていることを認め、

錨を投入して、船内に浸水がないことを確認してＡ社担当者に連絡

し、しばらくして潮位により離礁した後、Ａ社の船舶によってえい
．．

航

された。 

船長は、本事故当時、本件浅所があることを知らず、ＧＰＳプロッ

ターで夢の島大橋南側の橋脚と護岸との間を通過した過去の航跡を見

たので、右転したが、水深を確認していなかった。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.７～０.８ｍであった。 

運輸安全委員会が公表した船舶事故調査報告書によれば、平成２５

年８月以降、本事故を除き、本件浅所への乗揚事故が２件発生し、い

ずれも下げ潮の初期あるいは低潮時に砂町運河を東進中に右転して本

件浅所に向け、事故に至っていた。（表１参照） 

 

表１ 本件浅所に乗り揚げた事故例 

発生日時 
船種 

総トン数 
負傷者 概要及び要因 

平成 25 年 

8 月 25 日 

00 時 30 分ごろ 

モーター

ボート 

3.2 トン 

なし 反航してくる客船を避け

ようとして夢の島大橋の

南側に向けて右転した。 

平成 29 年 

3 月 20 日 

11 時 00 分ごろ 

 

プレジャー

ボート 

3.2 トン 

なし 反航してくるプレジャー

ボートを避けようとして

夢の島大橋の南側に向け

て右転し、同橋の橋脚付

近に浅所があることを知

らなかった。 

× 
橋脚 

事故発生場所 

（令和６年３月２７日 

１４時０８分ごろ発生） 

東雲東運河 

拡大図 

本船 
夢の島大橋 

砂町運河入口 



公益社団法人関東小型船安全協会発行（平成２９年７月１５日初版

発行）の事故多発エリアを注意喚起するリーフレットには、海の

ウォッチングマップとして７つのエリアを掲げ、エリア３について

は、夢の島大橋付近における浅瀬に関する情報等が記載されていた。

（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 海のウォッチングマップのエリア３ 

分析 本船は、砂町運河を夢の島大橋中央部に向けて東進中、船長が、本

件浅所があることを知らない中、左舷後方の近くを同航する屋形船と

距離を取ろうと思い、右転して夢の島大橋南側の橋脚と護岸との間に

向け航行したことから、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、ＧＰＳプロッターで夢の島大橋南側の橋脚と護岸との間を

通過した航跡を見て、通航可能と判断したことから、右転して同橋南

側の橋脚と護岸との間に向けたものと考えられる。 

船長は、レンタルボートを利用する際、事故多発エリアを注意喚起

するリーフレットを受け取ったが、本件浅所の内容を確認していな

かったこと、また、ＧＰＳプロッターで夢の島大橋の南側と護岸との

間を通過した航跡を見たものの、水深を確認していなかったことか

ら、本件浅所があることを知らなかったものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、本船が、砂町運河を夢の島大橋中央部に向けて東進中、

船長が、本件浅所があることを知らない中、左舷後方の近くを同航す

る屋形船と距離を取ろうと思い、右転して夢の島大橋南側の橋脚と護

岸との間に向け航行したため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、事前に海上保安庁刊行の海図及び潮汐表を活用して、水

路調査を十分に行い、浅所を避けて航行すること。 

・船長は、レンタルボートを利用する場合、レンタル会社からの注

意喚起のリーフレット及びＧＰＳプロッターの情報を確認するこ

と。 

 ・船長は、橋脚などによって可航幅が狭くなっている所で他船と同



航する際、速力の増減を行って他船と距離を取ることが望まし

い。 

 


